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薬剤師のための糖尿病患者の継続的薬学管理のための災害対応のてびき 
⼀般社団法⼈ ⽇本くすりと糖尿病学会 

 
 

１． はじめに 
近年、地震や津波以外にも⼤⾬、台⾵がもたらす⽔害などの激甚な災害がしばしば各地で発⽣

している。さらに新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経験し、消毒⽤アルコールが不⾜
するなどの通常とは異なる医療体制において、本来求められる糖尿病治療における薬学管理の
継続の難しさに直⾯した。また、令和元年に改正医薬品医療機器等法が公布され、特に薬剤師の
⼀元的・薬学的継続管理などが強く求められるようになった。 

そこで、糖尿病患者の継続的薬学管理に焦点を当て、災害時、⾮常時の医療体制の中で糖尿病
薬物治療に従事する薬剤師には、どのような対応が望まれるのか、またそのために⽇頃からどの
ような準備が求められるのかなどを列挙した「てびき」を作成した。有事の際、臨機応変にかつ
即時性を持って患者⽀援ができるよう活⽤いただきたい。なお、糖尿病医療における役割につい
ては、⽇本糖尿病学会の「糖尿病医療者のための災害時糖尿病診療マニュアル」を参照いただき
たい。 
 
 

２． 糖尿病治療において災害時に求められる継続的薬学管理とは 
 平常時の糖尿病治療において求められる継続的薬学管理については、本学会既出の「てびき」
を参考にされたい。災害時の糖尿病診療の⽬標は、糖尿病に起因した急性合併症の発⽣を防ぐこ
とにある。平時に安定していた慢性疾患の糖尿病が災害時は急性疾患に急変し、災害時要配慮者
である糖尿病患者の⽣命を脅かしてしまう。ライフラインや物流の途絶による⾷⽣活の変化や、
薬剤の不⾜などで⽣じる低⾎糖や⾼⾎糖での昏睡を予防することはもちろん、感染症や脱⽔の
発症を極⼒防⽌することなどをまず念頭に置く。普段使⽤している内服薬や注射薬を確認し、状
況に応じて継続する薬剤とその投与量の調節が求められ、平常時のように HbA1cを 7％未満に
保つことが⽬標ではなく、普段よりやや⾼めの⾎糖値であっても低⾎糖のリスクの少ない薬剤
を選択し、⽇々供給量が変化する⾷事に応じた薬剤調節を⾏う。⼀⽅で、持続する⾼⾎糖状態を
予防し、衛⽣状態の悪化や免疫⼒の低下から災害時に増加する肺炎などの感染症のリスクを減
らすことも重要である。  
 患者は平常と異なる⾷事や⽣活、さらには災害後の様々なストレス等の影響で、⾎糖コントロ
ールが平時の様にはいかないことに対して⾃⼰嫌悪に陥ることがあるので、精神的なサポート
も重要である。 

３． 災害時における患者の精神的サポート 
災害に起因する⼼理的反応や精神的症状は、⼼的外傷後ストレス反応（PTSD） のみではな

く、孤⽴、引きこもり、世間からのスティグマ＊などがある。よって、保健医療関係者は、PTSD 
の診断だけにとらわれずに、災害時に起こりうる多彩な⼼理変化を考慮し、患者が糖尿病治療を
継続できるようその場のニーズに応じた幅広い患者⽀援を⾏うことが求められる。 



【薬剤師のための糖尿病患者の継続的薬学管理のための災害対応のてびき】 

 

2 
 

＊⼈種や宗教など、特定の属性に対して差別や偏⾒を受けること。糖尿病治療においては、必要なサービスを受

けられない、就職や昇進に影響する、などの不利益を被るケースがある。これが放置されると患者が糖尿病であ

ることを周囲に隠すようになり、結果として適切な治療の機会を失い、糖尿病やその合併症が重症化してしまう

場合がでてくる。 

 

＜薬学管理上留意すべき⼼理社会的配慮＞ 
l 災害がもたらすストレスは、⼼的外傷体験に伴うストレス、親しい⼈を喪失することに伴う

ストレス、居住・職業・学業の環境の変化に伴うストレスなどがある。 
l 糖尿病患者の場合、糖尿病の病状を維持するための薬品や⾷料を確保することが困難であ

ることや、病状増悪の不安なども⼤きなストレス要因となる。 
l 避難所では、患者が糖尿病であることを周囲に伝えられるような環境を作ることが⼤事で

ある。 
l 周囲を気にせずに服薬、⾃⼰注射、⾎糖⾃⼰測定ができるように⽀援する。 
l ⾎糖コントロールが悪化している場合は、災害によるストレスが増悪因⼦として関わって

いる可能性を検討する。 
l 患者に接する際は、患者がストレスを抱えていることを念頭に置き、寄り添った態度をとる

ことが重要である。 
l ⼼的外傷体験、喪失体験、その他災害に伴うつらい体験を、共感をもって受け⽌めることは

患者にとって⼤きな救いとなり、糖尿病のコントロールを進めていくうえでの信頼関係の
構築にも有⽤となる可能性がある。 

l 精神的問題を抱える糖尿病患者は、専⾨医などと連携して、⼼⾝両⾯から改善を図る。とく
に精神的問題に由来する苦痛、⽣活への⽀障が顕著である場合や、周囲にサポートをする⼈
がいない場合には、専⾨医などに相談する。 

 
 

４． 災害発⽣で⽣じる環境変化 
⽇本糖尿病学会の「東⽇本⼤震災からみた災害時の糖尿病医療体制構築のための調査研究委
員会」による被災地域医師対象のアンケート結果によれば、東⽇本⼤震災後、電気、⽔道、ガス、
電話、交通などのライフラインの回復には、岩⼿県では平均約3⽇、平均＋SD以下で約 10⽇、
宮城県では平均約 20⽇、平均＋SD以下で約 40⽇、福島県では平均約 5⽇、平均＋SD以下で
約 10⽇を要した。 

災害により途絶されるライフラインは異なるため、それぞれの途絶時を想定し対応は備えて
おきたい。 

 
＜環境変化の例＞ 

l 医薬品卸の流通が回復するまでの間は、医薬品、注射針、⾎糖測定器が不⾜することがある。 
l 災害発⽣時には、医療救護所や避難所等で、医薬品の調剤・供給・服薬指導等の業務を⾏う

⽬的でモバイルファーマシーが被災地へ出動する可能性がある。 
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l 災害時には、保険処⽅箋と災害処⽅箋の 2つの処⽅箋が流通する可能性がある。(詳細は 4.3
に記述) 

l 災害発⽣時には、医療救護所や避難所等で、医薬品の調剤・供給・服薬指導等の業務を⾏う
⽬的でモバイルファーマシーが被災地へ出動する可能性がある。 

l 過去の震災では、1 型糖尿病やインスリン依存の⾼い患者が、⾷事が摂れないため、インス
リン注射を中断してケトアシドーシスをきたした例が報告されている。 

l ⾎糖が上昇する要因（炭⽔化物中⼼の⾷事、活動量の低下、ストレス、糖尿病治療薬の不⾜
など）と⾎糖が低下する要因（⾷料不⾜、復旧作業などによる運動量の増加など）が混在し、
⾎糖変動が⼤きくなりやすい。 

l 避難時のシックデイにも注意する。本学会の「糖尿病適正使⽤のためのシックデイルール指
導のてびき」を参照する。 

l 断⽔やトイレの⽔が流せず使⽤に制限があることなどから⽔分摂取が不⼗分となり、脱⽔を
招き、とくに⾼齢者では⾼浸透圧⾼⾎糖状態の危険性が増加する。 

l 電⼒供給が不安定な時期は、⾷事時間が⽇中に偏り、夜間は⻑時間の絶⾷状態となるため、
低⾎糖の危険性が増加する。また注射製剤の冷所保存が維持できなくなる。災害緊急時の注
射製剤の保管については、本学会の「⾼温環境下でのインスリン製剤の保管に関する提案」
を参照する。 

l 固定電話、携帯電話、short message service（SMS）が使⽤不可能になることがあるため、
なるべく多くの連絡⽅法を想定して使⽤可能なものが残るように準備する。 

l 糖尿病患者を含むすべての被災者に共通するが、⼥性、⾞中泊、⻑時間の無動状態、睡眠導
⼊剤服⽤は、深部静脈⾎栓症（DVT）や肺塞栓症の危険因⼦である。 

l 持続する⾼⾎糖状態、免疫⼒の低下、衛⽣状態の悪化などにより、肺炎などの感染症が増加
する危険性がある。 

l 避難や復旧作業等で下肢（⾜底、⾜趾）を怪我しているが気が付かない場合があり、⾜潰瘍
のハイリスク状態が考えられる。 

l 避難所で糖尿病の悪化に関与すると考えられる要因を表１に⽰す。 
l 災害急性期に活動する災害派遣医療チーム（Disaster Medical Assistance Team:DMAT）の

標準薬剤リストは、救急外傷医療を想定して定められたものであり、インスリンを含む糖尿
病治療薬は含まれていない。 
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  表１．避難所における糖尿病の増悪因⼦ 

⽇本糖尿病学会編・著：糖尿病医療者のための災害時糖尿病診療マニュアル, ⽂光堂, 2014, p84 より 

 

 

５． 災害に対する準備 
５.1 患者 

災害に対する備えとして、①⼀般的な災害への備え、②糖尿病治療状況の把握のための情報源
の保持、③治療薬、治療に必要な資材、がある。 

 
①⼀般的な災害への備え 
l 平時より災害時の避難所の場所を把握しておく。 
l ⼤規模災害では⾮常⾷、飲料⽔、低⾎糖時の補⾷は 1週間分の備蓄が望ましい。 
l とくにインスリン製剤、スルホニル尿素（SU）薬、グリニド薬を服⽤中の患者には低⾎糖

時の補⾷を確保しているか確認しておく。 
l 災害時に必要な情報源として、⽇本糖尿病協会が提供している「糖尿病連携⼿帳挟み込み型 

防災リーフレット」「災害時ハンドブック」「インスリンが必要な糖尿病患者さんのための災
害時サポートマニュアル」「糖尿病予防及び管理のための栄養と運動」が有⽤である。 

l 新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染予防策は、平時から継続して災害発⽣直後も
徹底する必要がある。特に、マスクや擦式⼿指消毒剤、アルコールティッシュ、⼿袋、体温
計などは、⾃分に合ったものを最低 3⽇分は備蓄しておくことが重要である。 

②糖尿病治療状況の把握のための情報源の保持 
l 「糖尿病連携⼿帳」「お薬⼿帳」「⾎糖⾃⼰測定ノート」があり、これらにより患者の治療状
況、低⾎糖や⾼⾎糖のリスクを把握しやすくなる。 

 
③治療薬、治療に必要な資材 
l 普段の療養指導のなかでシックデイ時の糖尿病治療薬の調整や⾷事・⽔分摂取について説
明しておき、災害時に⾷事が摂れない、偏った⾷事摂取時（おにぎりやパンのみなど）の注
意点についても説明しておく。シックデイの指導については、本学会の「糖尿病薬適正使⽤
のためのシックデイルール指導のてびき」を参照する。 

1. 内服薬の中断、変更、飲み間違い 
2. 医療機関受診の中断 
3. ⾼齢者の孤⽴、介護サポートの途絶 
4. 精神的ストレス 
5. 寒暖の変化、⽣活環境のストレス 
6. ライフラインの途絶による衛⽣状態の悪化などに伴う感染症の合併 
7. 運動量の低下 
8. ⾷⽣活の量・時間・質の変化（炭⽔化物⾷の割合が増加しやすい） 
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l ⾷事が摂れない時に、中⽌すべき治療薬と投与継続すべき薬剤を理解してもらうことが重
要である。 

l ①〜③を⾮常⽤キットとしていつも⼀箇所にまとめておき、災害時に速やかに持ち出せる
ように準備しておく（表 2）。 

l 家族の糖尿病薬を間違って飲まないように、薬は⼀⼈分ずつまとめておく。 
 
表２．⾮常⽤キットのチェックリスト 

糖尿病⽤医薬品 チェック ⽣活⽤品 チェック 
経⼝薬  貴重品（現⾦、通帳）  
インスリン⾃⼰注射キット  懐中電灯、電池  
⾎糖⾃⼰測定器  携帯電話、充電器  
低⾎糖⽤のブドウ糖  携帯⽤ラジオ  
糖尿病連携⼿帳  飲料⽔  
お薬⼿帳（または薬剤情報提供書）  ⾮常⾷  
保険証  着替え  

救急箱 チェック 室内履き・靴下  
常備薬  ウェットティッシュ  
消毒薬  ビニール袋  
ばんそうこう  予備のめがね  
体温計  メモ、筆記⽤具  
マスク  洗⾯⽤具、タオル  
  トイレットペーパー  
  ⽣理⽤品  
  軍⼿  

⽇本糖尿病学会編・著.：糖尿病医療者のための災害時糖尿病診療マニュアル, ⽂光堂, 2014, p90 より改変 

 

 

５.2 病院 
l 病院の⽴地地域のハザードマップを確認し、想定される災害と被害等について、関係者で共

通認識を持っておく。 
l BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）の考え⽅に基づいた病院災害対応計画、災

害マニュアルを作成し、定期的に訓練を⾏い、内容検証、⾒直しを⾏う。 
l 電⼦カルテ等の医療情報のバックアップシステムを整える。 
l 医薬品卸と災害発⽣時の医薬品供給体制を確認しておく。 
l 職員⽤の⾷糧・⽔を備蓄しておく。 
l 糖尿病等の患者⽤の特別⾷について、どの程度備蓄しておくかなど、普段から検討し、必要

な対策を講じる。 
l 災害時対応について、院内スタッフへの教育と訓練を定期的に⾏う。 
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l 患者への教育は、4.1 の内容に基づき定期的に⾏う。加えて災害時に持ち出せるよう数⽇分
の医薬品と⼀緒に薬剤情報提供⽂書やおくすり⼿帳のコピーを保管すると共に、家族等に
も情報共有してもらうことを啓発する。携帯電話やスマートフォンへの写真での保存、おく
すり⼿帳アプリの使⽤も有⽤である。 

 
特に、災害拠点病院では以下の項⽬についても準備しておく。 
l ⾃家発電機や衛星携帯電話等の整備 
l 必要度の⾼い医薬品の備蓄 
l 近隣医療機関、地域薬剤師会、⾃治体等との連携 

 

５.3 薬局 

l 薬局の⽴地地域のハザードマップを確認し、想定される災害と被害等について、関係者で共
通認識を持っておく。 

l 薬局の防災設備を定期的に点検し、普段から整備しておく。停電に備えて⾮常⽤電源を確保
する。 

l 災害時は平常時とは異なる、「処⽅箋なしでの医薬品の提供」などの保険調剤の臨時的な取
り扱いや災害処⽅箋の発⾏（表 3）など特例措置が講じられることがあり薬局、医療機関と
もに周知しておく必要がある。医療機関との情報伝達を整備しておく。 

l 地域における薬局同⼠のネットワーキングや相互補完の体制を構築しておく。 
l スタッフの安否情報の収集の仕組みを作っておく。 
l 通常の通信⼿段が途絶した際の代替の通信⼿段の確保と、スタッフによる平時からの使⽤
⽅法の練度向上を図る。 

l 災害時に開局できる薬局についての情報発信にかかる準備をしておく。 
l 災害時備蓄薬剤リストを検討しておく。取引医薬品卸と災害発⽣時の対応について確認し

ておく。 

l 職員⽤の⾷糧・⽔を備蓄しておく。 

l 電⼦薬歴情報をバックアップしておく。 

l 災害時対応について、スタッフに教育や訓練を⾏う。 

l 冷暗所保管医薬品⽤の保冷剤を確保する。 
l 患者への教育は、4.1 の内容に基づき定期的に⾏う。加えて災害時に持ち出せるよう数⽇分

の医薬品と⼀緒に薬剤情報提供⽂書やおくすり⼿帳のコピーを保管すると共に、家族等に
も情報共有してもらうことを啓発する。携帯電話やスマートフォンへの写真での保存、おく
すり⼿帳アプリの使⽤も有⽤である。 

l 災害時に⽀援を要す在宅患者や個別疾患患者（透析患者、1 型糖尿病患者、⾼齢者、妊娠糖
尿病患者など）を把握し、災害時の避難⽀援に備える。併せて、地域の保健師や訪問診療や
訪問看護の事業者、福祉関係者など地域をよく知る保健福祉医療関係者らとの情報共有の
ネットワークを普段から構築しておくことが望ましい。エネルギーバランスを考えた⽀援
⾷糧や低⾎糖⽤ブドウ糖、消毒液・消毒綿の備蓄や、DVT予防のための⾜の屈伸やストレ
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ッチのような運動を奨励する資材の準備、弾性ストッキングの仕⼊れルートの確認をして
おくとよい。 

 
表 3．災害救助法適⽤地域における保険処⽅箋と災害処⽅箋の相違点 

 保険処⽅箋 災害処⽅箋 
根拠法 健康保険法、国⺠健康保険法ほか 災害救助法 

処⽅箋の交付場所 保険医療機関 

救護所、避難所救護センター等（すなわ
ち保険医療機関以外） 
※⽇本⾚⼗字社の救護班、DMAT（災害
派遣医療チーム）、JMAT（⽇本医師会に
よる災害医療チーム）など、医療救護班
により⾏われている診療 

調剤の場所 保険薬局 救護所、避難所救護センター、モバイル
ファーマシー、保険薬局 

処⽅箋の記載内容 

保険者番号、被保険者証/被保険者⼿帳
の記号、患者名、保険医療機関、保険医、
処⽅内容 
① 保険者番号などの記載がない場合 

加⼊保険や事業所名（国保/後期⾼
齢者医療制度の場合は住所）を確
認し、調剤録に記載しておく。 

② 保険医療機関の記載がない場合 
患者に処⽅箋交付を受けた場所を
確認する（救護所、避難所救護セン
ターその他保険医療機関以外の場
所であることが明らかな場合は、
保険調剤として取り扱えない） 

※処⽅箋は通常様式によらない、医師
の指⽰を記した⽂書等でも可 

・災等の記号（災害医療にかかる処⽅箋
である旨） 
・患者名、処⽅医、処⽅場所、処⽅内容
等 
※通常様式の処⽅箋に明⽰することで
も可 

処⽅箋がない場合 

事後的に処⽅箋発⾏されることを条件
に、以下の要件のいずれにも該当する場
合は保険調剤可 
(ア) 交通の遮断、近隣の医療機関の診

療状況等客観的にやむを得ない理
由で、医師の診療を受けることが
できない 

(イ) 医師との電話やメモ等により処⽅
内容が確認できる（医療機関と連
絡が取れないときは、被災者であ
って、処⽅内容が安定した慢性疾
患に係るものであることが、薬歴、
おくすり⼿帳、包装等により明ら
かであること 

 

患者負担 
法定どおり（1〜3 割） 

（注：⼀部負担⾦の減免対象者であるか
を要確認） 

都道府県市町村と都道府県薬剤師会と
の災害協定による（注：過去の事例を⾒
る限り、患者負担はないケースがほとん
ど） 

費⽤請求先 保険者（審査⽀払期間経由） 都道府県市町村と都道府県薬剤師会と
の災害協定による（処⽅場所の⾃治体） 

⼀般社団法⼈⽇本薬剤師会.：災害救助法適⽤地域における保険処⽅箋と災害処⽅箋の相違点より改変, 

https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/news/20191024-02.pdf（2020年 8⽉ 20 ⽇閲覧） 
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6. 時間経過による病態変化の特徴と対応 
 超急性期 急性期 亜急性期 慢性期 

災害発⽣時〜3 ⽇間 4 ⽇〜1週⽬ 2週⽬〜1ヶ⽉ 1ヶ⽉〜3ヶ⽉後 

被災者
の 

状況 

避難所への避難、⾞中泊
を⾏う 
⼒仕事が増える 
救急患者が優先される 

避難所や⾞中などの狭い
空間でじっとしている 
⾃宅の⽚づけや⾏⽅不明
者の捜索など活動量が増
える 

避難⽣活の⻑期化に伴う
運動不⾜、⽣活リズムの
乱れ 
糖尿病治療の再開 

避難先から⾃宅、仮設住
宅への⼊居により、⽣活
環境が変化 

保健 
医療 

チーム
が⾏う
こと 

⼝腔ケア、⽣活不活発病の防⽌、ストレスケアに関する助⾔と⽀援 ▪健康アドバイス 
▪治療中断者のチェック 
▪⼼的外傷後ストレス反
応、抑うつなどの精神的
サポート 
▪医療スタッフ⾃⾝の健
康管理（熱中症などは早
期から発症する） 

▪1型糖尿病患者の確認 
▪インスリンなどの医薬
品確保 
▪インスリンや内服薬な
どに関するアドバイス 
▪低⾎糖・⾼⾎糖に対す
る治療 

▪インスリンなどの医薬
品確保 
▪⾃⼰⾎糖測定器具の確
保 
▪インスリンや内服薬な
どに関するアドバイス 

▪⾷事や運動などのアド
バイス 
▪フットケア・⼝腔ケア 
▪衛⽣⾯でのアドバイス 
▪合併症のチェック 

⽇本糖尿病教育・看護協会編：災害時の糖尿病看護マニュアル, 2013/ 

⽇本糖尿病学会編・著：糖尿病医療者のための災害時糖尿病診療マニュアル, ⽂光堂, 2014 より作成 

 
６.1 超急性期（災害発⽣時〜3 ⽇間） 

脱⽔や昏睡が起こりうるような著明な⾼⾎糖、あるいは低⾎糖を起こさないようにする 
＜患者の特徴的な病態＞ 
〇⾼⾎糖 
・排尿の回数が増えた             ・失禁が増えた 
・⼝渇       ・全⾝倦怠感       ・なんとなく元気がない 
〇低⾎糖 
・強い空腹感                 ・眠い 
・冷や汗                   ・呂律が回らない 
・脈が速い                  ・⽬がかすむ 
・⼒が⼊らない                ・痙攣 

 
＜注意すること＞ 
・注射薬、内服薬を持っているか        ・低⾎糖症状 

   インスリン製剤や内服薬の種類と量と残数   ・⾷欲の有無と⾷事摂取の状況 
   注射針や消毒綿の有無            ・家族の安否 

・腎機能                   ・感染予防策、⼝腔ケア 
・⽔分摂取はできているか（断⽔中のトイレ使⽤を控えることが多い） 
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6.2 急性期（4 ⽇〜1週⽬） 

⾎糖コントロールの悪化による様々な合併症の出現に注意する 
＜患者の特徴的な病態＞ 
・不適切な栄養と⽔分管理から起こる脱⽔ 
・不衛⽣な環境や⾼⾎糖による易感染状態 
・活動量の低下に伴うエコノミークラス症候群発症の危険 
・不眠・環境変化から起こる⼼⾝のストレス増加→⾎糖コントロール不良 

 
＜注意すること＞ 
・どんなものを⾷べているか     ・残りの薬の数（薬は本⼈のものか） 
・⽔分は 1 ⽇どれくらい飲んでいるか ・⾜裏、⾜先の異常の有無（神経障害の発⾒） 
・⼝渇や倦怠感はあるか       ・視⼒障害（網膜症の進⾏発⾒） 
・発熱、下痢、⾷欲不振はあるか   ・むくみ（腎機能障害の進⾏発⾒） 
・避難所の状況、睡眠状況      ・感染予防策、⼝腔ケアはできているか 
・⽣活不活発病予防のため⾝体を動かせているか 

 

 
 
 

患者へのアドバイス 
〇医療救護班に相談する 
〇できるだけ規則的に⾷事を摂取する   
〇脱⽔防⽌に⽔やお茶を⼗分に摂取する 
〇インスリン製剤・GLP-1 受容体作動薬・注射針・⾎糖⾃⼰測定⽤穿刺針は他⼈と
の使いまわしはしない（使いまわしの針で穿刺していないバイアル製剤を除く） 
〇エコノミークラス症候群防⽌のための下肢の運動を指導する 
〇避難先等では、可能であれば、⾃分の関係者や周囲の者に⾃分が糖尿病患者であ
ることを告げ、意識の混濁時など速やかに医療班等につなげられる備えをしておく。 

患者へのアドバイス 
〇⾷事が摂れなくても基礎インスリンは必ず注射する 
〇⾷欲がなくても、エネルギー源（糖質、果物等）を補う 
〇最低でも１⽇１Lは飲⽔する 
〇可能であれば、⾎糖値、尿糖、尿ケトン体など計測する 
〇シックデイや尿ケトン体が陽性のときは速やかに診察を受ける 
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6.3 亜急性期（2週⽬〜1ヶ⽉） 
普段の⽣活を取り戻していく中でそれまでの避難⽣活での疲労、感染症に注意する 

＜患者の特徴的な病態＞ 
医学的変化（⾎糖の乱れ、⾼⾎糖の持続、低⾎糖の散⾒） 
⼼理/精神⾯（ADL低下、認知機能の低下） 

 
＜注意すること＞ 
・低⾎糖、⾼⾎糖症状はないか     ・⾷事は摂取できているか 
・薬の飲み忘れはないか        ・⻭磨きはしているか 
・⾜に傷⼝の化膿、熱傷、冷え（⾎⾏不良）などがないか 
・むくみはないか           ・1 ⽇の⽣活サイクルにメリハリはあるか 
・⽬は⾒えにくくなっていないか    ・⼼配事や不安は⼝に出しているか 
・感染予防策は徹底できているか    ・⾝体を動かせているか 

 
6.4 慢性期（1ヶ⽉〜3ヶ⽉後） 

今の⽣活にあわせた糖尿病治療と精神的サポートが必要である 
＜患者の特徴的な病態＞ 
・⽣活環境の変化（発災前と同じセルフケアが継続できない） 
・⾎糖コントロールの悪化による⾷事療法、薬物療法の⾒直しの必要性 
・合併症発症（無痛性⼼筋梗塞、⼼的外傷後ストレス、抑うつなど） 
 
＜注意すること＞ 
・治療継続しているか     ・不安はないか      ・眠れているか 
・体を動かしているか     ・⾼齢者は⾷欲が低下していないか 

 
7. 糖尿病薬物療法への対応 

７.1 内服薬 
l 経⼝⾎糖降下薬のみの患者では、⾼⾎糖よりも薬効と災害時の⾷事の変化がかみ合わずに

患者へのアドバイス 
〇次の症状があったら専⾨医へ受診する 
・むくみ、視⼒障害（⾶蚊症など）       ・⼝渇、⾷欲不振 
・全⾝倦怠感、⻭茎の腫れ           ・怪我（特に⾜） 
・体重減少 

患者へのアドバイス 
〇⾃宅での作業で体を動かす           〇散歩などの気分転換を促す 
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低⾎糖が起きたり、副作⽤による体調悪化が起きたりすることがある。 
l 災害時は、薬剤の中断や糖質の多い⾷事による⾼⾎糖に注意しつつ、低⾎糖や副作⽤の少な

い治療薬を選択することが必要となる。しかし、投与初期は、ビグアナイド（BG）薬では
消化器症状、チアゾリジン薬では浮腫、α-グルコシダーゼ阻害薬（α-GI）では放屁や消化
器症状、SGLT2阻害薬では脱⽔や尿路感染症などの副作⽤が懸念されるため、新規投与は
避けた⽅が良い。 

l 在庫状況の関係から医師に代替薬を提案する場合は、各薬剤の排泄経路にも注意する。 
l 災害時における経⼝⾎糖降下薬の調節については、医師の指⽰が基本となるが、⼀般的な調
節の説明は表 4を参考にする。 

l SU 薬を使⽤する場合は、本学会の「適正な糖尿病治療⽤薬（SU 薬）使⽤の継続的薬学管
理のてびき」を参照する。 

l 患者に⼿持ちの薬剤がある場合は、薬剤の品質が担保されていることを確認する。保管環境
における製剤の安定性については、各薬剤のインタビューフォームを参考にする。 

l 空腹時にも⾼⾎糖が持続する場合や感染症が疑われる場合は、インスリン頻回注射への切
り替えが望ましい。 

l 低⾎糖指導に関しては、本学会の「適正な糖尿病薬物療法のための低⾎糖対策⽀援のてびき」
を参照する。 

 

表４.災害時における経⼝⾎糖降下薬の調節 
機序 インスリン分泌促進系 糖吸収・排泄調節系 インスリン抵抗性改善系 

種類 DPP-4 阻害
薬 

SU薬 グリニド薬 α-GI SGLT2 阻害
薬 

BG薬 チ ア ゾ リ
ジン薬 

災 害 時 に
おける 
調節 

特になし ⾷事量が半分程度なら
内服量も半量とし,1/3
以下のときは中⽌する 

腹 部 症
状 が 出
現 す る
場 合 は
中⽌可 

⾷事 ,⽔分が
⼗分と れ な
い と き は休
薬 

下痢や 発熱
な ど脱⽔ が
懸念され る
状況で は 中
⽌可 

浮 腫 が み
ら れ た 場
合 は 中 ⽌
可 

災 害 時 に
懸 念さ れ
る副作⽤ 

併 ⽤ 薬 に よ
って は 低 ⾎
糖の出現 

低⾎糖 消 化 器
症状 

脱⽔,尿路感
染症,ケトア
シドーシス 

脱⽔→乳酸
アシド ーシ
ス,消化器症
状 

浮腫 ,⼼不
全 

※⽔分摂取が確保できない場合は、レニン・アンジオテンシン系阻害薬や利尿薬も休薬を検討する 

⽇本くすりと糖尿病学会編：糖尿病の薬学管理必携 糖尿病薬物療法認定薬剤師ガイドブック, じほう, 2017, p322 より 
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7.2 注射薬 
＜インスリン注射＞ 
l 1 型糖尿病はもちろん、2型糖尿病であっても基礎インスリンの中断は避けなければならな

い。 
l 注射針が不⾜した場合には、再使⽤もやむを得ない。針折れや変形、針詰まりなどの異常が

ないか確認して使⽤する。 
l 使⽤中のインスリン注射及び注射針は他⼈との使い回しはしない。 
l 患者に⼿持ちのインスリン製剤がある場合は、薬剤の品質が担保（薬液の⾊、薬液に浮遊物

がないか、ガラスの破損、液漏れ、単位設定ダイヤルがスムーズに動くかなど）されている
ことを確認する。 

l 穿刺部位の消毒ができない場合には、穿刺部位を洗浄するか清潔な濡れたタオルで拭くな
ど代⽤する。詳細は、本学会の「糖尿病治療⽤注射製剤の⾃⼰注射や⾎糖⾃⼰測定⽤アルコ
ール消毒綿不⾜時の対処について」を参照する。 

l 注射製剤の冷所保存が維持できない場合は、本学会の「⾼温環境下でのインスリン製剤の保
管に関する提案」を参照する。 

l 凍結を防ぐ必要があり、⼀旦凍結したインスリンは使⽤できない。 
l 低⾎糖指導に関しては、本学会の「適正な糖尿病薬物療法のための低⾎糖対策⽀援のてびき」

を参照する。 
 

＜インスリンポンプ（continuous subcutaneous insulin infusion:CSII）＞ 
l インスリンポンプにおいてもインスリン注射と同様に基礎インスリンの中断を避ける。 
l インスリンポンプでは、ポンプトラブルがなく、チューブやシリンジなどの備品類のストッ

クがある場合にはそのまま治療継続する。 
l チューブの折れ曲がりや挿⼊部の液漏れの有無を確認する。 
l 基礎インスリンは通常通り投与し、⾷事（炭⽔化物）摂取量に応じて追加インスリンの投与
量を調整する。 

l 予期せぬトラブルに備えて、プレフィルド/キット製剤やデュラブル型（カートリッジ交換
型）製剤を予備として保管しておく。 

l ポンプは防⽔・防滴となっている機種が多いが、津波や⼤⾬、⽔害などでは浸⽔させないよ
うに注意する。 

l インスリンポンプでは 2〜3⽇間、チューブを⽪下に留置するため、穿刺部位の洗浄・消毒
は⼗分に⾏う。穿刺部位が感染していないか、硬結ができていないか確認する。 

l 使⽤上の注意点については、本学会の「インスリンポンプ療法、各種検体検査機器使⽤にお
ける薬剤師の関わり⽅」を参照する。 

l 低⾎糖指導に関しては、本学会の「適正な糖尿病薬物療法のための低⾎糖対策⽀援のてびき」
を参照する。 
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＜GLP-1 受容体作動薬＞ 
l GLP-1 受容体作動薬は、単剤での投与では低⾎糖を起こす危険性が少ないため、投与を継

続して構わない。 
l 穿刺部位の消毒ができない場合には、穿刺部位を洗浄するか清潔な濡れたタオルで拭くな

ど代⽤する。詳細は、本学会の「糖尿病治療⽤注射製剤の⾃⼰注射や⾎糖⾃⼰測定⽤アルコ
ール消毒綿不⾜時の対処について」を参照する。 

l 保管するうえで⾼温や凍結を避けること、その対処法はインスリン製剤に準じる。 
l 併⽤薬としてインスリン、SU薬、グリニド薬を投与している場合は低⾎糖に注意が必要で

ある。 
l 投与初期に消化器症状（悪⼼・嘔吐・胃部不快感など）を訴えることがあるため、他の薬剤

の供給不⾜による代替薬としては好ましくない。 
 

7.3 治療に関わるモニタリング 
l 災害時における治療においてとくに重要なモニタリング指標は⾎糖値（組織間質液中グル

コース濃度を含む）である。 
l ⾎糖⾃⼰測定（self-monitoring of blood glucose:SMBG）は、⾎糖⾃⼰測定器を⽤いて患者
⾃⾝が⽣活の中で⾎糖値を測定し、インスリン注射量を決められた範囲内で⾃⼰調整する
ことで、きめ細かな⾎糖コントロールを⽬指すためのツールである。 

l 災害発⽣から数⽇間は⾷料の供給が滞り、また摂取できるものも、おにぎり・パン・雑炊な
ど限られる場合が多い。そのため、低⾎糖を起こさないようにインスリン注射などの糖尿病
治療薬を使⽤する際には、⾷前の⾎糖測定が極めて重要である。 

l 消毒綿がない場合は、本学会の「糖尿病治療⽤注射製剤の⾃⼰注射や⾎糖⾃⼰測定⽤アルコ
ール消毒綿不⾜時の対処について」を参照する。 

l SMBG センサーは、湿度により測定精度が低下することがあるため、ボトル包装のものは
ふたを完全に密閉させる。 

l 寒冷期にはとくに、穿刺時の⾎液量不⾜になりやすい。穿刺部位周囲をマッサージしたり温
めたり、穿刺針の深さを調整するなどの⽅法をとる。 

l SMBG 測定器を⽔中に落として内部に⽔が流⼊した場合には、たとえ乾燥したあとでも、
正確な測定値が得られないことや誤作動が起きるおそれがあるため、使⽤しない。 

l FreeStyleリブレ®などの isCGM（intermittently scanned continuous glucose monitoring：
間⽋的スキャン連続⾎糖測定）やガーディアンコネクト®、デクスコムG4プラチナム®など
の rtCGM（real-time continuous glucose monitoring：リアルタイム連続⾎糖測定）は、組
織間質液中のグルコース濃度を数分おきに測定し、リアルタイムの⽪下グルコース値を確
認できる。 

l isCGM や rtCGM を活⽤すれば、インスリン療法による低⾎糖のリスクを最⼩限にし、追
加インスリンにより⾼⾎糖の是正がしやすいため災害時などの⾮常時においても⾎糖管理
に有⽤なツールである。 

l 災害時にはその規模にもよるが、センサーの供給が不安定になることが懸念されるため、こ
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れらセンサーが利⽤できない状況では SMBGで代⽤する必要がある。 
l モニター（モバイル機器、リーダーなど）は定期的な充電が必要であるため、停電が⻑引く

際に注意が必要である。 
 
8. 配慮が必要な患者 

8.1 1型糖尿病 
l インスリン注射の中断はケトアシドーシスを起こす危険性があるため、⾷事が摂取できな

い状況でも持効型・中間型インスリンは通常通り投与する。 
l ⾎糖⾃⼰測定により⾎糖値を確認し、⾷事摂取時にはカーボカウントや⾷事（炭⽔化物）摂
取量に応じた追加インスリンの投与量調整を普段から指導されている患者ではこの⼿法を
活⽤する。 

l ⾷事のタイミングや量が予測できない場合には、⾷直後に注射する。 
l 低⾎糖に備えるためにも糖質類の補⾷を常備し、インスリン製剤も 3 ⽇分以上のストック

をしておくように指導する。 
l 避難所など周囲の⽬を気にして、インスリン注射を中断することがあるため、注射の場所を
確保できているか、⾃⼰注射を継続するうえで問題がないか聴取する。 

 
8.2 ⾼齢者 
l ⾼齢者では、⽣活環境の変化によるストレスの増⼤、⽔分摂取量の減少による脱⽔、介護・
訪問看護サービスの途絶、運動量の低下、認知症の進⾏、感染症の発症などの体調不良など、
災害によりさまざまな影響を受ける。 

l ⾼齢者では拮抗ホルモンの反応が低下しているため、⾃律神経症状（発汗、動悸、⼿の震え
など）の症状が出現しないことがあり無⾃覚性低⾎糖のリスクが⾼まる。 

l インスリン注射、SU薬、グリニド薬を使⽤中の患者では、とくに低⾎糖に対する注意が必
要である。これらの治療をしている⾼齢者では、⾷料が安定供給されるまでの間は、減量も
しくは休薬も検討する。 

l 避難所での避難⽣活など運動量が低下し、運動機能の低下やエコノミークラス症候群を発
症する危険性があるため、予防のための運動が必要である。 

l ⾼齢者はのどの渇きを感じづらく、脱⽔を起こしやすいため、本⼈の訴えに関わらずこまめ
な⽔分摂取を促す。避難時には⼗分な量の携帯トイレを持参するなどして、⽇頃から使い⽅
に慣れておくことで、⽔分制限をせねばならないような状況にならないように備える。災害
時には、⽣活環境の変化などの影響で⾼齢者の認知機能が低下することがある。 

l 患者に記憶障害や異常⾏動が⾒られる際には、認知機能の低下と低⾎糖の鑑別のために、⾎
糖測定による⾎糖値の確認が必要である。 

 
8.3 妊婦 
l 災害時における糖代謝異常合併妊婦においては、⺟体だけでなく胎児の状態把握も必要と

なる。胎児の元気度の指標として簡便かつ確実なものは「胎動」であるため、妊婦に胎動の
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変化がないか確認する。 
l 妊娠週数によっても緊急度や優先度は異なる。無症状でも、⼦宮内環境が激変することによ
り状態が急変することがあるため、避難者に妊産婦が含まれていることを関係者で共有し、
必要時産科診療が可能な医療機関へ速やかに搬送できる体制をとる。 

l インスリン療法を⾏っている場合は、インスリン製剤が確保できているか確認し、不⾜する
場合は、速やかに専⾨医がいる医療機関への受診を促す。 

l 妊娠中に使⽤するインスリン製剤については、ヒトインスリンは安全に使⽤できる。インス
リンアナログ製剤では、インスリンアスパルト、インスリンリスプロ、インスリンデテミル
は安全性がほぼ確⽴されている。 

l 災害時は、糖質不⾜やインスリン不⾜によるケトーシス・糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）
の発症に注意が必要である。妊娠中のDKA発症は⺟児の⽣命に影響を及ぼすため、災害時
の避難時に妊婦が発熱や下痢、あるいは強い全⾝倦怠感や意識障害を訴える場合は、可及的
速やかな管理が必要となり、搬送の優先度が⾼いことに留意する。 

l 妊娠中はDVTのリスクがあるが、避難場所における安静状態の⻑期化はさらにDVTのリ
スクを上げるため注意が必要である。 

l 避難所の⽣活では、プライバシー保護をしながら、⼼⾝⾯の休養がとれるよう⽀援する。 
 
9. てびき要約 

 以上のてびきは災害発⽣前に熟読しておくと有⽤であるが、災害発⽣時など急を要する場合
は、重要事項をまとめた以下の要約を参照し、必要な情報の検索に役⽴てていただきたい。 
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10. 引⽤・参考⽂献 
（１）学会からの発信情報（学会誌、HPに掲載） 

・適正な糖尿病治療⽤薬（SU薬）使⽤の継続的薬学管理のてびき 
・適正なインスリン注射製剤使⽤の継続的薬学管理のてびき 
＊「適正な継続的薬学管理に必要な視点と⾏動例」具体例は、研修会等にて配布予定 

・臨床検査値に基づく糖尿病治療薬の適正使⽤に関するてびき 
・糖尿病患者の継続した薬学管理に⽤いる様式とその活⽤法のてびき 
・適正な糖尿病薬物療法のための低⾎糖対策⽀援のてびき 
・糖尿病薬適正使⽤のためのシックデイルール指導のてびき 
・糖尿病治療⽤注射製剤に関わる「補助具」の適正使⽤のための留意点 
・糖尿病治療⽤注射製剤の⾃⼰注射や⾎糖⾃⼰測定⽤アルコール消毒綿不⾜時の対処に 

ついて 
・⾼温環境下でのインスリン製剤の保管に関する提案 
・インスリンポンプ療法、各種検体検査機器使⽤における薬剤師の関わり⽅ 

 
（２）おもな関連資料 

・薬剤師のための災害対策マニュアル ⽇本薬剤師会 
・１型糖尿病〔IDDM〕お役⽴ちマニュアル PART３災害対応編 ⽇本 IDDMネットワ 

ーク 編・著 
・災害時の糖尿病看護マニュアル ⽇本糖尿病教育・看護学会 編・著 
・糖尿病医療者のための災害時糖尿病診療マニュアル ⽇本糖尿病学会 編・著 
・東⽇本⼤震災から⾒た災害時の糖尿病医療体制構築のための調査研究 ⽇本糖尿病学 

会 編・著 
・糖尿病治療ガイド（⽂光堂）⽇本糖尿病学会 編・著 
・糖尿病の薬学管理必携 糖尿病薬物療法認定薬剤師ガイドブック（じほう）⽇本くすり 

と糖尿病学会 編 
・糖尿病災害時サバイバルマニュアル ⼀般社団法⼈臨床糖尿病⽀援ネットワーク 編 
・災害医療 2020（メディカルビュー社）⽇本医師会編 
・「糖尿病連携⼿帳挟み込み型 防災リーフレット」「災害時ハンドブック」「インスリン 

が必要な糖尿病患者さんのための災害時サポートマニュアル」「糖尿病予防及び管理の 
ための栄養と運動」「災害時 1,2,3」シート ⽇本糖尿病協会編 

 ・スフィアハンドブック 2018 
 ・厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦障害者政策総合研究事業（精神障害分野） 

災害時の精神保健医療に関する研究 平成２７年度〜２９年度 総合研究報告書 
 
11. 利益相反 

監修者 1名の講演料（⽇本イーライリリー株式会社、ノバルティスファーマ株式会社）がある
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が、他は本稿に関して申告する COIはない。 
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⽣活での疲労、感染症に
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今の⽣活にあわせた
糖尿病治療と精神的サ
ポートが必要である

超急性期 急性期 亜急性期 慢性期

患者 病院 薬局

l ⽔・⾷糧の備蓄
l 情報バックアップ
l 患者・スタッフ教育

l ⾼⾎糖に注意しつつ、低⾎糖や副作⽤の少ない治療薬を選択
l 各薬剤の排泄経路にも注意

インスリン
l 基礎インスリンは
中断しない

l 注射針の再使⽤
l 穿刺部位 消毒

l 基礎インスリンは
中断しない

l 穿刺部位 必ず消毒
l 予期せぬトラブル
への備え

l 穿刺部位 消毒
l 製剤保管状況確認
l 他の薬剤の供給不⾜
による代替薬として
は好ましくない。

インスリンポンプ GLP-1受容体作動薬

1型糖尿病 ⾼齢者 妊婦

表４.災害時における
経⼝⾎糖降下薬の調節

表3．災害救助法適⽤地域における保険処⽅箋と災害処⽅箋の相違点表2．⾮常⽤キットのチェックリスト

表１．避難所における糖尿病の増悪因⼦

l DKA予防
l カーボカウントの活⽤
l インスリンの備蓄

l 低⾎糖予防
l 脱⽔・認知症・運
動量低下に注意

l 妊娠週数毎の対応
l ケトーシスに注意
l DVT予防
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P 5

P 4 P 6 P 6

P 8

P 9

P 9 P10 P11 P11

P12 P12

P13 P13 P14

P15 P15 P16

P14

災害時に⽀援を要
す在宅患者や個別
疾患患者を把握

（災害発⽣時〜3⽇間） （4⽇〜1週⽬） （2週⽬〜1ヶ⽉） （1ヶ⽉〜3ヶ⽉後）

薬剤師のための糖尿病患者の継続的薬学管理のための
災害対応のてびき（要約）


